
令和５年度 第２回いのち支える山形市自殺対策協議会 
 
 

                       日 時 令和５年１２月２０日（水） 
                         午後２時～３時３０分 

                  場 所 山形市消費生活センター研修室 
 
 

次  第 

 
 

１ 開 会 

 

 

２ 協 議 

（１）「いのち支える山形市自殺対策計画（第２期）」の素案について  （資料１）、（資料２） 
 
 
 
（２）「いのち支える山形市自殺対策計画（第２期）」の策定スケジュールについて 
 
 
 
（３）その他 
 

 

３ その他 

 

 

４ 閉 会 

 

 

 

 

 

今後のスケジュールについて 

１２月～２月計画の修正、意見照会等 → ３月計画の決定 → ４月市民に報告 

 





いのち支える山形市自殺対策協議会設置要綱 
 
（設置） 

第１条 自殺対策基本法（平成１８年法律第８５号）第１３条第２項の規定による「い

のち支える山形市自殺対策計画」に基づき、関係機関及び関係団体等と連携し、山形

市における自殺対策を総合的かつ効果的に推進するため、いのち支える山形市自殺対

策協議会（以下「協議会」という。）を置く。 
 
（協議事項） 

第２条 協議会は、次に掲げる事項について協議を行うものとする。 
⑴ 「いのち支える山形市自殺対策計画」の推進に関すること。 
⑵ 自殺の現状把握に関する情報交換に関すること。 
⑶ 自殺対策に関する意見交換に関すること。 
⑷ 行政、関係機関及び関係団体の連携に関すること。 
⑸ その他本市の自殺対策の推進に関し必要な事項 

 
（構成） 

第３条 協議会は、委員２５人以内をもって構成する。 
２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が依頼する。 

⑴ 別表に掲げる関係機関及び関係団体に属する者 
⑵ その他市長が必要と認める者 

３ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とす

る。 
４ 委員は、再任されることができる。 
５ 協議会に会長を置き、委員の互選により定める。 
６ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 
７ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員

がその職務を代理する。 
 
（会議） 

第４条 協議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が必要に応じて招集し、会長は、

その議長となる。 
２ 会長は、必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。 

 
（守秘義務） 

第５条 委員及び委員であった者は、正当な理由なく会議における協議に関して知り得

た秘密を漏らしてはならない。 
 
（事務局） 

第６条 協議会の事務局を山形市健康医療部健康増進課精神保健・感染症対策室に置き、

会務を処理する。 
 
（委任） 



第７条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に

定める。 
附 則 

（施行期日） 
１ この要綱は、令和元年６月２０日から施行する。 
（山形市自殺対策計画策定検討会議開催要綱の廃止） 

２ 山形市自殺対策計画策定検討会議開催要綱（平成３０年６月２７日施行）は、廃止

する。 
 
 
別表（第３条関係） 

分 野  関係機関・団体名 
学識経験者  １ 公立大学法人山形県立保健医療大学 

保健・医療 

 ２ 山形市医師会 
 ３ 日本精神科病院協会山形県支部 
 ４ 山形市薬剤師会 
 ５ 山形県精神保健福祉士協会 

福 祉 
 ６ 山形市社会福祉協議会 
 ７ 山形市地域包括支援センター 
 ８ 山形市障がい者自立支援協議会 

地 域 
 ９ 山形市民生委員児童委員連合会 
１０ 認定特定非営利活動法人 発達支援研究センター 
１１ 社会福祉法人 山形いのちの電話 

労 働 

１２ 山形地域産業保健センター 
１３ 山形商工会議所 
１４ 山形労働基準監督署 
１５ 山形公共職業安定所（ハローワーク山形） 

教 育 １６ 小学校校長会 
１７ 中学校校長会 

警 察 
消 防 

１８ 山形警察署 
１９ 山形市消防本部 

司 法 ２０ 山形県弁護士会 

行 政 ２１ 山形県精神保健福祉センター 
２２ 山形市健康医療部 

 



令和６年度～令和10年度（５年間）
自殺対策基本法第13条第２項に規定する「市町村自殺対策計画」
として策定。
「山形市発展計画2025」との整合性を図り、「健康医療先進都
市」の確立に向けて取り組む。

本市の自殺対策の現状と課題、施策の方向性を明確に
し、自殺対策を「生きることの包括的な支援」として、
総合的かつ計画的に推進するために策定するもの。

いのち支える山形市自殺対策計画（第２期）案 概要
１ 計画策定の趣旨 ２ 計画の位置付け ３ 計画期間

こころ通わせ いのち支える 想いやりのまち山形市

（１）取組み内容

（２）現状からみえた課題と方向性

（３）自殺の実態を踏まえた「重点的に取り組む対象」

自殺総合対策の基本方針
（自殺総合対策大綱より）

１.生きることの包括的な支援として推進する ２.関連施策との有機的な連携を強化して総合的に取り組む ３．対応の段階に応じてレベルごとの対策を効果的に連動させる

４.実践と啓発を両輪として推進する ５.市、関係機関、企業及び市民の役割を明確化し、その連携・協働を推進する ６.自殺者等の名誉及び生活の平穏に配慮する

SDGs関連目標 自殺総合対策大綱
（R4.10閣議決定）

QRコード

４本市の自殺の現状と特徴 ５第１期計画での取組みと今後の課題等

①子ども・若者

平成29年以降自殺者が増加傾向にあり、自殺総合対策大綱においても重点的に取り組むべき

対象とされている。そのため、山形市では増加傾向にはないが、重点的に取り組む必要がある。

②働き盛り世代

20歳代～50歳代の有職男性の自殺者が多い。

③高齢者
高齢者の自殺が多い。

④生活困窮者
「経済・生活問題」が、自殺の原因・動機別で「健康問題」に続き多い。

〇自殺対策を支える人材を育成するため、様々な機会で「こころ支えるサポーター養成講座」
の継続実施

〇働き盛り世代（有職者）へのメンタルヘルスの取組み強化
〇相談窓口情報（SNSも活用した）の周知啓発や強化
〇コロナ禍の影響を受けた高齢者、生活困窮者、子ども・若者への支援
〇対策に携わる保健、医療、福祉等の各関係機関の横断的な連携や情報共有

（１）自殺者数及び自殺死亡率について
自殺者数及び自殺死亡率については、長期的には減少傾向にある

が、平成30年以降は横ばいの状況。自殺死亡率は全国や県より低い。
①自殺者数
【男性】最近10年間では全体の６～８割を占める状況が継続。
【女性】平成30年以降は横ばいの状況。

②年代別の自殺者割合（全自殺者に占める年代別割合）
【男性】30歳代、50歳代の割合が高い。
【女性】20歳代、60歳代、80歳以上の割合が高い。

③自殺死亡率（人口10万人当たりの自殺者数）
【男性】20歳代、30歳代で全国より高い。
【女性】おおむね全国より低く、20歳代、60歳代、80歳以上が全

国と同程度。

１ 地域におけるネットワークの強化

２ 市民への啓発と周知、相談支援の充実

３ 児童生徒への心の教育等の推進

４ 自殺対策を支える人材の育成

５ 生き心地のよい支え合いのまちづくり
※詳細は裏面参照

〇自殺対策推進庁内連絡会議やいのち支える山形市自殺対策協議会で課題や特性を明らかにし
た。

〇コロナ禍においても研修方法を工夫することで継続的に気づき見守る人材を育成した。
〇広報誌やホームページ、SNSを活用し市民への周知を図り、特に自殺予防週間や自殺対策強

化月間の際には取組みを強化した。
〇若者にも身近なツールとしてSNSを活用した相談を実施し、相談窓口の周知に取り組んだ。

〇関係課や関係機関と連携し、自殺の背景となる要因に応じた相談を実施することで自殺の危
機要因を抱える人を支援した。

〇コロナ禍で増大した生活困窮等、様々なリスクを抱えた市民に対し、相談対応や情報提供を
丁寧に行うことで自殺リスクの低下に努めた。

〇支援者間で情報共有や支援方法の検討を行い横断的な支援を実施した。

（２）自殺に関わる対象別特徴
①子ども・若者
山形市では児童生徒・学生の自殺者数の増加は見られず、表面化し

ていないが、全国の傾向としては増加傾向。
②働き盛り世代
自殺者のうち、有職者の内訳をみると、被雇用者・勤め人の割合が

全国と比較すると高い。
③高齢者
自殺者数の約４割が60歳以上。自殺の原因・動機として、「健康問

題」が最も多く、その多くが高齢者と予測される。
④生活困窮者
自殺の原因・動機として、「経済・生活問題」が２番目に多く、自

殺者の約6割を無職者が占める。
生活保護率は令和３年以降、横ばいから微増傾向に移りつつある。

＊地域自殺実態プロファイル2022では、以下を重点的に取り組むこと
を推奨している

図３ 自殺者の年代別内訳（平成29年～令和３年）
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図２ 男女別自殺者数の推移（平成17年～令和３年）

195
180

211

56 55 61
42

61 52 39 47 37
52 42 37 45 34 34 31 32

0

60

120

180

240

300

360

420

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

Ｈ
1
7

Ｈ
1
8

Ｈ
1
9

Ｈ
2
0

Ｈ
2
1

Ｈ
2
2

Ｈ
2
3

Ｈ
2
4

Ｈ
2
5

Ｈ
2
6

Ｈ
2
7

Ｈ
2
8

Ｈ
2
9

Ｈ
3
0

R
1

R
2

R
3

全国総数 山形県 山形市

図１ 全国・山形県・山形市の自殺者数の推移
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資料１

庁内の横断的な連携により、相互補完しながら取り組んでいきます

６第２期計画における取組み

やまがたしおもささかよ



基本理念 基本施策 特に強化する項目 施策 主な取組み

こ
こ
ろ
通
わ
せ

い
の
ち
支
え
る

想
い
や
り
の
ま
ち
山
形
市

１ 地域におけるネットワークの強化

（１）自殺対策に携わる保健・医療・福祉等の各関係機関の連携や情報共有 山形市自殺対策推進庁内連絡会やいのち支える山形市自殺対策協議会の開催

（２）特定の問題に関するネットワーク活動の強化
各種協議会の開催、地域での見守り活動の継続、地域住民の活動拠点の場づくり、
事例検討会の開催

２ 市民への啓発と周知、相談支援の充実

（１）ICT・AIも活用した相談体制の整備や周知
SNSやアプリ等を活用した相談体制整備・周知、広報誌やSNSを活用した正しい知
識の普及・啓発

（２）世代に合った相談窓口体制の整備 世代ごとのニーズに合った相談窓口の開設

（３）自殺に関連する対策の市民の理解の促進 自殺予防週間及び自殺対策強化月間での普及啓発活動の実施

３ 児童生徒への心の教育等の推進

（１）児童生徒に向けた心の教育
児童生徒のSOSの出し方教育、いのちの学習、薬物乱用防止教室、小・中学生向け
自殺防止啓発事業、健康教育に関する普及啓発事業

（２）教職員や保護者に対する普及啓発 児童生徒のSOSの受け止め方教育、いのちに関する指導推進事業

（３）いじめを苦にした子どもの自殺予防 いじめ防止の組織づくり、いじめ対策

４ 自殺対策を支える人材の育成

（１）市民一人ひとりの気づきと見守り意識の向上
様々な機会でのこころ支えるサポーター養成講座の継続実施、こころ支えるサ
ポーター手帳の活用

（２）相談員等の資質の向上
自殺対策を支える相談員等の質の向上、地域保健職員等を対象とした研修等の実
施による資質の向上

５ 生き心地のよい支え合いのまちづくり

（１) 各世代や状況に応じた
支援の充実

１）子ども・若者
妊娠期から子育て期までの切れ目のない伴走型相談支援体制の充実、育児不安軽
減や産後うつなどメンタル不調者の早期把握・支援、SNSを活用した情報発信や相
談支援窓口の整備、若者相談支援拠点やフリースペースの周知

２）働き盛り世代
ワーク・ライフ・バランスやメンタルヘルスの推進、有職者を対象とした研修の
実施等

３）高齢者 居場所づくり等の推進による社会参加の強化、関係機関の連携した支援

４）生活困窮者
自立相談支援事業の推進、生活支援の継続、多重債務や借金に関する相談対応の
充実等

５）女性 女性の体や生活に関すること、様々な困難を抱える女性への相談対応

６）ひきこもり
専門職による相談支援、家族の交流や学習の場の提供、ひきこもり生活者支援事
業、孤独・孤立対策の推進

７）がん患者・慢性疾患患者等 専門相談の実施、がん患者等を抱える患者に対する相談や関係機関との連携

８）災害被災者 県外避難者支援事業、震災避難者健診の実施

（２）適切な精神保健医療福祉サービスの提供 精神保健福祉制度説明会や精神保健福祉相談、受診相談の実施等

（３）健康・生活・経済・仕事に関する支援の充実 健康相談や医療・福祉相談、法律相談等の実施、SUKSK生活推進事業等

（４）地域生活課題の解決に向けた包括的支援体制の構築 我が事・丸ごと地域づくり推進事業、福祉まるごと支援事業

（５）自殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐための地域医療連携 自殺企図患者への地域医療連携、措置入院患者への退院後支援等

（６）遺された家族等への支援 遺族の生活・経済上の問題への相談支援、分かち合いの場に関する情報提供

９ 推進体制

山形市自殺対策推進庁内連絡会議

企画調整部 健康医療部
事務局

福祉推進部 こども未来部 商工観光部 教育委員会

いのち支える山形市自殺対策協議会 ※行政、民間、有識者等による会議

※関係機関とは

医療、保健、福祉、

法律等の機関をい

う。

８ 主な評価指標

か
よ

さ
さ

お
も

や
ま
が
た
し

項目 令和４年まで（現状） 令和10年度（計画目標）

自殺対策推進庁内連絡会議の開催
いのち支える山形市自殺対策協議会の開催

各々年1回以上 各々年1回以上

こころ支えるサポーター養成者数（累計） 4,973人 10,000人以上

項目 令和５年度（現状） 令和８年（計画目標） 令和10年度（計画目標）

児童生徒のSOSの出し方教育の実施校数
小学校７校
中学校１校

小学校15校
中学校８校

全ての小中学校で実施
（小学校37校、中学校15校）

重点的に
取り組む対象

（４）基本施策及び主な取組み

平成２７年 令和３年 令和８年 令和１０年
市自殺死亡率 １６．７ １３．０ １１．７以下 １１．７以下

７ 数値目標 自殺総合対策大綱における自殺対策の数値目標「自殺死亡率を令和８年までに平成２７年と比べて３０％以上減少させる。」と同様に設定
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